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高 齢 者 に 対 す る 保 健 福 祉 施 策 一 覧 表      （令和８年 1月１日現在） 
                  

 

◆明 石 市 高齢者総合支援室 高年福祉担当＜いきいき係＞ （９１８）５１６６ 明石市中崎１丁目５番１号 （本庁舎２階）  ＦＡＸ（９１８）５１３３ 

            〃   高年福祉担当＜高年福祉係＞ （９１８）５２８８    〃  （本庁舎２階）  ＦＡＸ（９１８）５１０６ 

            〃   介護認定担当   （９１８）５０９１   〃  （本庁舎２階）  ＦＡＸ（９１９）４０６０ 

       福祉政策室 共生社会推進課        （９１８）５２８９   〃  （本庁舎１階）  ＦＡＸ（９１８）５０４９ 

            〃   福祉施設支援課    （９１８）５２６２   〃  （西庁舎 4 階）  ＦＡＸ（９１８）５１１４ 

            生活支援室 障害福祉課   （９１８）１３４４   〃  （本庁舎１階）  ＦＡＸ（９１８）５２４４ 

             市民生活室 長寿医療課＜後期高齢者保険係＞ （９１８）５１６５   〃  （本庁舎２階）  ＦＡＸ（９１８）５１０５ 

             〃   長寿医療課＜高齢者医療係＞ （９１８）５０２６   〃  （本庁舎２階）  ＦＡＸ（９１８）５１０５ 

             あかし保健所 健康推進課   （９１８）５６５７ 明石市大久保町ゆりのき通１丁目４－７ 

              （あかし保健所３階） ＦＡＸ（９１８）５４４０ 

〃   相談支援課   （９１８）５６６９      〃  （あかし保健所３階） ＦＡＸ（９１８）５４４０ 

             〃   保健予防課＜疾病予防係＞ （９１８）５６６８      〃  （あかし保健所４階） ＦＡＸ（９１８）５５８４ 

 ◆明石市社会福祉協議会     （９２４）９１０５ 明石市貴崎１丁目５－１３（明石市立総合福祉センター）ＦＡＸ（９２４）９１０９ 

《地域における相談窓口》 

●地域総合支援センター  

・高齢者や障害者、子どもなど、生活上の困難を抱える状態にある市民に対する相談支援や高齢者のつどいの場づくりなどの介護予防の取組みの支援、成年後見制

度の利用促進等の権利擁護に関する相談支援を実施しています。また、要支援認定を受けた人等に対する介護予防サービスの調整や地域住民同士の支え合い体制

の構築、要介護等認定申請の受付なども行っています。 

名称 担当地域 所 在 地 ☎ 

あさぎり・おおくら総合支援センター 朝霧、大蔵中学校区 明石市松が丘５丁目７－２２ あさぎり福祉センター内 ９１５－００９１ 

きんじょう・きぬがわ総合支援センター 錦城、衣川中学校区 明石市相生町２丁目５－１５ 明石市役所北庁舎（旧保健センター）内  ９１５－２６３１ 

にしあかし総合支援センター 望海、野々池中学校区 明石市貴崎１丁目５－１３ 市立総合福祉センター内 ９２４－９１１３ 

おおくぼ総合支援センター 
大久保、大久保北、 

江井島、高丘中学校区 
明石市大久保町八木７４３－３３ 市立夜間休日応急診療所内 ９３４－８９８６ 

うおずみ総合支援センター 魚住、魚住東中学校区 明石市魚住町西岡５００－１ 魚住市民センター内 ９４８－５０８１ 

ふたみ総合支援センター 二見中学校区 明石市二見町東二見１８３６－１ ふれあいプラザあかし西内 ９４５－３１７０ 

≪夜間・休日の緊急相談専用電話≫ ９２４－４５６７ 

202５ 
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■総合相談窓口 

① 後見制度、権利擁護に関する相談 

② 終活に関する相談 

③ 日常生活自立支援事業に関する相談 

 

名称 担当地域 所 在 地 ☎ 

明石市後見支援センター 市内全域 明石市貴崎１丁目５－１３ 市立総合福祉センター内 ９２４－９１５１ 

 

④ 障がいのある方の生活に関する相談 

⑤ 障がいのある方への虐待に関する通報や届け出の受理 

 

名称 担当地域 所 在 地 ☎ 

明石市基幹相談支援センター 兼 

障害者虐待防止センター「ほっと」 
市内全域 明石市貴崎１丁目５－１３ 市立総合福祉センター内 

（基幹相談） 

９２４－９１５５ 

（虐待通報） 

９２４－９１５６ 

 

■認知症に関する相談窓口 

 

名称 担当地域 所 在 地 ☎ 

認知症相談ダイヤル 市内全域 明石市貴崎１丁目５－１３ 市立総合福祉センター内 ９２６－２２００ 

あさぎり・おおくら総合支援センター 朝霧、大蔵中学校区 明石市松が丘５丁目７－２２ あさぎり福祉センター内 ９１５－００９１ 

きんじょう・きぬがわ総合支援センター 錦城、衣川中学校区 
明石市相生町２丁目５－１５ 

明石市役所北庁舎（旧保健センター）内 
９１５－２６３１ 

にしあかし総合支援センター 望海、野々池中学校区 明石市貴崎１丁目５－１３ 市立総合福祉センター内 ９２４－９１１３ 

おおくぼ総合支援センター 
大久保、大久保北、 

江井島、高丘中学校区 
明石市大久保町八木７４３－３３ 市立夜間休日応急診療所内 ９３４－８９８６ 

うおずみ総合支援センター 魚住、魚住東中学校区 明石市魚住町西岡５００－１ 魚住市民センター内 ９４８－５０８１ 

ふたみ総合支援センター 二見中学校区 明石市二見町東二見１８３６－１ ふれあいプラザあかし西内 ９４５－３１７０ 
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高齢者全般 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

高齢者パスポートの交付 

（シニアいきいきパスポート） 

 公共施設の利用割引等や協賛店舗での特典が受けられるカード

「シニアいきいきパスポート」を交付します。 

６５歳以上の方 

（６５歳の誕生月の前月に送付。転入者

は転入日の翌月までに送付） 

高齢者総合支援室 

＜高年福祉担当＞ 

いきいき係 

市内公衆浴場等の割引 

 高齢者の健康増進と外出促進、地域とのふれあいを図るため、毎

週木曜日に市内の公衆浴場等を１回 3０0円の自己負担又は１00円

割引を実施します。 

６５歳以上の方 

（入場時にシニアいきいきパスポートの

提示が必要） 

敬老優待乗車券の交付 

 市内移動の利便性を図るため、敬老優待乗車券を交付します。 

 ①・②をセットで交付 

  ① バス共通寿優待乗車証 

  ② 寿タクシー利用券 

 ※他の制度との併用はできません。 

① バス共通寿優待乗車証 

市内在住で７０歳以上の方 

② 寿タクシー利用券 

１月１日から引き続き市内在住で 

４月１日現在７０歳以上の方 

はり・きゅう・マッサージ

施術費の助成 

 高齢者の健康の保持増進に寄与するため、保険診療以外のはり・

きゅう・マッサージ施術を受けたとき、１回につき 1,000 円（１人４回ま

で）を助成します。 

１月１日から引き続き市内在住で 

４月１日現在７５歳以上の方 

敬老会開催の補助 
 ７５歳以上の高齢者を会場に招き、長寿を祝福するために開催する

催しである敬老会に対し、補助金を交付します。 
校区（地区）連合自治会等 

敬老見守り訪問 

 ９月に見守り訪問を行う際、敬老祝い金を贈り長寿を祝福します。

（７７歳（喜寿）5,000 円・８８歳（米寿）10,000 円・１００歳（百寿）

30,000 円） 

７７歳・８８歳・１００歳の方 

（９月１５日が基準・７月３１日現在市内

在住の方) 

長寿写真の贈呈 
 ８０歳に達する年に長寿を祝福する記念として、希望者に撮影した

写真を贈呈します。 

８０歳の方 

（当該年に８０歳に達する方） 

高年クラブ 

 高年クラブは、地域の高齢者が教養の向上、健康の増進、レクリエ

ーション活動を通して、高齢期の生活を健全で豊かなものにするた

め、自主的につくられた会員組織の団体です。 

１０人以上の市民で構成される高年クラ

ブ（概ね６０歳以上） 
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ひとり暮らし・ねたきり・認知症高齢者等 
 
 ※ひとり暮らし高齢者等のサービス利用に際しては、事前に登録が必要な場合があります。 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

高齢者の短期入所 

（養護老人ホーム） 

 社会適応が困難な高齢者を養護老人ホームに短期入所し、生活習

慣等の指導を受けることができます。 

６５歳以上の虚弱高齢者で必要と認め

られる方 

高齢者総合支援室 

＜高年福祉担当＞ 

高年福祉係 

高齢者の日常生活用具の 

給付 

 火災の予防の配慮が必要なねたきり、認知症等のひとり暮らし高齢

者等に、電磁調理器、火災警報器、自動消火器を給付します。 

６５歳以上の要介護認定「要介護１～５」

のひとり暮らしの方等 

（市民税非課税世帯） 

介護用品の支給 
 在宅ねたきり高齢者等に介護用品（紙おむつ等）を現物支給しま

す。（上限 8,000 円／月） 

要介護認定「要介護３～５」の方を介護

する家族（介護者の世帯及び要介護者

の世帯が市民税非課税世帯） 

福祉電話の貸与 
 ひとり暮らし高齢者の安否確認及び緊急時の連絡のため、電話の

ない方に対し、電話機の貸与及び設置工事費の助成を行います。 

６５歳以上のひとり暮らしの方で、電話

（携帯電話を含む）を有さず、近隣に扶

養義務者がいない人。（所得税非課税

世帯） 

緊急通報発信装置の貸与 

（安心コール） 

 ひとり暮らし高齢者等の緊急事態に対応するため、希望者に緊急

通報発信装置（安心コール）を貸与します。利用希望者は近隣協力員

２名の確保、固定電話もしくは携帯電話を保有している必要がありま

す。 

①６５歳以上のひとり暮らしの方 

②常時介護を必要とする高齢者又は

認知症高齢者がいる高齢者２人世帯 

③ひとり暮らしの重度身体障害者（身

体障害者手帳１級又は２級） 

高齢者等住宅改造費助成 
 歩行、入浴等に介助が必要な高齢者及び障がい者が居住する住宅

を改造する場合、改造費を助成します。（事前申請のこと） 

要介護認定「要支援１～要介護５」の高

齢者等（生計中心者の所得に応じ費用

負担及び所得制限あり。対象住宅に条

件あり） 

居場所検索用端末機の 

貸与 

 行方不明のおそれのある認知症高齢者を介護している家族に居場

所検索用端末機を貸与し、認知症高齢者の居場所の早期発見を図

ります。 

６５歳以上の認知症高齢者を介護する

家族 
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ひとり暮らし・ねたきり・認知症高齢者等 
 
 ※ひとり暮らし高齢者等のサービス利用に際しては、事前に登録が必要な場合があります。 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

認知症診断費等助成事

業（早期支援事業） 

 認知症チェックシートの提出により図書カードを送付し、認知症の

疑いがある方へ診断費用を助成します。さらに、認知症と診断された

場合は、居場所検索用端末機（GPS）の基本料金（１年間分）、又はタ

クシー券（6,000 円分）を助成します。自動車運転免許更新時等に

医師の診断が必要となった場合（第1分類認定）、及び若年性認知症

と診断された６５歳未満の方も同様に診断費用を助成します。 

認知症と診断されていない 

６５歳以上の方 

高齢者総合支援室 

＜高年福祉担当＞ 

高年福祉係 認知症あんしんプロジェ

クト事業 

 認知症と診断され、在宅で生活されている方に認知症サポート給付

金（20,000 円）を支給します。また、「あかしオレンジ手帳」及び「あ

んしんチケット（３つの無料券）」も交付します。 

年齢に関係なく認知症と診断され、在

宅で生活されている方 

※施設（特別養護老人ホームやグルー

プホーム、サービス付高齢者住宅等）

入所の方は非該当 

※過去にこの事業を利用していない方

のみ 

認知症家族会・あった会 

 認知症高齢者を介護している家族や介護経験者等が集い、介護体

験の交流を行い、互いに励ましあうとともに助言や情報の提供を行

います｡ 

 原則、第２金曜日 １３：３０～１５：３０ 

認知症高齢者の介護者 

（認知症高齢者本人も出席可。事前に

電話連絡が必要） 

若年性認知症家族会ひま

わり 

 若年性認知症の方とその家族が集い、家族同士の情報交換等を行

います。 

 原則、第２金曜日 13：30～15：30（不定期・応相談） 

若年性認知症の方及び若年性認知症

の疑いのある方とその家族 

社会福祉協議会 

認知症相談ﾀﾞｲﾔﾙ 

TEL(926)2200 

認知症カフェ 

 認知症の人及びその家族並びに地域住民等が気軽に集い、専門家

の助言を得ながら、認知症状の予防及び早期発見、相互交流、情報

交換等を行います。 

認知症の方やそのご家族、認知症に関

心のある地域住民等 

共生社会推進課 

TEL(918)52８9 
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ひとり暮らし・ねたきり・認知症高齢者等 

 ※ひとり暮らし高齢者等のサービス利用に際しては、事前に登録が必要な場合があります。 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

補聴器購入費の助成 
 難聴により生活に支障が生じている高齢者に新たな補聴器の購

入にかかる費用の一部（上限 20,000 円）を助成します。 

①６５歳以上の方 

②聴覚障害による身体障害者手帳の

交付を受けていない方 

③耳鼻咽喉科の医師から補聴器の必

要性を認める証明を受けた方 

高齢者総合支援室 

＜高年福祉担当＞ 

高年福祉係 家族介護手当 
 在宅の介護を要する高齢者の介護者に手当を支給します。 

 年額 100,000 円（要件確定後に支給） 

６５歳以上の要介護認定「要介護４・５」

の方で介護保険のサービス等を過去１

年間受けていない方の介護者（介護者

及び要介護者世帯が市民税非課税世

帯） 

安否確認事業 

(地域見守りあんしんプ

ロジェクト) 

 ひとり暮らしの高齢者の安否確認と健康増進を図るため、見守りサ

ポーター(社会福祉協議会の職員)が家庭訪問し、飲料を手渡しで配

付します。（月１回訪問） 

７５歳以上のひとり暮らしの方（近隣に１

親等以内の親族がいない方） 

特別障害者手当 
 寝たきりや重度の認知症の方など、在宅で常時特別の介護を必要

とする方を対象に月額 29,590 円の手当を支給します。 

・指定の医師診断書で審査 

・本人、家族の所得要件あり 

障害福祉課

TEL(918)1344 

友愛訪問 
 ひとり暮らしの孤独感を和らげるため、民生児童委員が対象者宅へ

随時訪問し、社会参加を促し各種相談等に応じます。 
６５歳以上のひとり暮らしの方等 地域の民生児童委員 

要援護者見守りＳＯＳ 

ネットワーク事業 

 要援護者として登録している高齢者や障がい者等が、外出中に行

方が分からなくなった際に、ＳＯＳネットワーク協力者（福祉サービス

従事者や民生児童委員等）に捜索メールを送信することで早期発見

の一助とします。 

外出中に道に迷うなどのおそれのある

高齢者等 

社会福祉協議会 

TEL(924)9105 

車いすの貸出し 

 社会福祉協議会（総合福祉センター内）や地域の貸出拠点(コミュ

ニティ･センターの一部など）において無料で車いすの貸出しを行い

ます。（地域の貸出拠点は社会福祉協議会のホームページに掲載） 

車いすが一時的に必要な市民（介護保

険制度で車いすレンタルの対象となる

方で、かつ常時車いすの利用を必要と

する方を除く。ただし、短期間の貸出は

可） 
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ひとり暮らし・ねたきり・認知症高齢者等 

 ※ひとり暮らし高齢者等のサービス利用に際しては、事前に登録が必要な場合があります。 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

要援護者ごみ戸別収集 

（ふれあい収集） 

 地域や身近な人、親族等によるごみ出しの協力が得られないひとり

暮らしの方等で、自らごみを持ち出すことが困難な高齢者や障害者

を対象に、面談・審査のうえ決定後、ごみの戸別収集を行います。 

・６５歳以上の要介護認定「要介護２」

以上で、介護保険のホームヘルプサ

ービスを受けている方 

・その他上記に相当する方 

収集事業課 

TEL(918)5780 

水道料金・下水道使用料 

の減免 

 ひとり暮らし高齢者の水道料金・下水道使用料の基本料金を半額

減免します。（水道料金お客様センターへ申請が必要） 

４月１日現在、６５歳以上のひとり暮らし

の方（使用場所と住民票が一致する方

（同一住所世帯分離不可）、所得制限あ

り、生活保護もしくは中国残留邦人等

の支援給付を受けていない方） 

水道料金お客様 

センター 

 TEL(915)0270 

通院支援タクシー利用券

の交付 

 一般の公共交通機関を利用することが困難な要介護状態の在宅高

齢者に対して、通院用のタクシー利用券を交付します。（他の制度と

の併用は不可） 

一般の公共交通機関を利用することが

困難な６５歳以上の要介護認定「要介

護１以上」の在宅高齢者 高齢者総合支援室 

＜高年福祉担当＞ 

いきいき係 

みんなの給食 
 月に１回程度、中学校区コミュニティ・センターで昼食（中学校給食）

を提供します。（１回・４００円） 
６５歳以上の方 

ふれあい会食 

 会食会場に集い、昼食をともにすることで、地域住民との交流を図

り、高齢者の孤食と閉じこもりを予防します。 

（月２回・１食 ４００円） 

６５歳以上のひとり暮らしの方又は夫婦

の一方が虚弱の状態にある６５歳以上

の高齢者世帯に属する方等 

共生社会推進課 

TEL(918)52８9 
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高齢者福祉施設 

施 設 の 種 類 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

養護老人ホーム 

 虐待等の生活環境上の理由及び経済上の理由により、家庭で養護

を受けることが困難な高齢者について、介護サービスやその他の手

段を用いても生活が困難と市が認める場合に、市が措置による入所

を検討します。 

６５歳以上の方（所得制限あり） 

（自立生活が可能な方） 

 高齢者総合支援室 

＜高年福祉担当＞ 

高年福祉係 

ケアハウス 

（軽費老人ホーム） 

 自炊ができない程度に身体機能が低下し、独立して生活するのに不

安が認められ、家族による援助が困難な方が入所できます。 

６０歳以上の方 

（自立生活が可能な方） 
 各ケアハウス 

特別養護老人ホーム 
 常に介護が必要で、自宅での生活が難しいねたきりや認知症の高

齢者が入所できます。 

原則、要介護認定「要介護３～５」の方

（「要介護１・２」の方は、一定の条件にあ

てはまれば可能） 

各特別養護老人 

ホーム 

老人保健施設 
 病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いた支援が必要な高

齢者でリハビリテーションや介護の必要な方が入所できます。 
要介護認定「要介護１～５」の方 各老人保健施設 

グループホーム 
 認知症の高齢者が、共同で生活できる住居で、食事や入浴などの

介護・機能訓練を受けることができます。 

要介護認定「要支援２～要介護５」の認

知症高齢者 
 各グループホーム 

小規模多機能型 

居宅介護 

 小規模な住居型の施設で通いを中心としながら、訪問、短期間の

宿泊などを組合せて食事、入浴等の介護を受けられます。 
要介護認定「要支援１～要介護５」の方 

各小規模多機能型 

居宅介護施設 

看護小規模多機能型 

居宅介護 

 状況に応じて、小規模な住居型の施設への通い、訪問（介護と看

護）、施設に泊まるサービスが柔軟に受けられます。 
要介護認定「要介護１～要介護５」の方 

各看護小規模多機

能型居宅介護施設 
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高齢者福祉施設 

施 設 の 種 類 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

介護付有料老人ホーム 

（特定施設入居者生活介護） 

 介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が

必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者

生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継

続することが可能です。 対象者及び要件は有料老人ホーム

によって様々ですので、各有料老人

ホームにお問い合わせください。 

各有料老人ホーム 

住宅型有料老人ホーム 

 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介

護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介

護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室で

の生活を継続することが可能です。 

サービス付き 

高齢者向け住宅 

 安否確認・生活相談サービスの提供を行う高齢者向けの賃貸住

宅として登録されたものです。 

各サービス付き高齢者向け住宅にお

問い合わせください。 

各サービス付き 

高齢者向け住宅 

 

 

 

養護老人ホーム 

施 設 の 種 類 施 設 名 定 員 所 在 地 電 話 

 
養護老人ホーム 

彩 葉   櫂   ７０名 大久保町松陰１１１０ ９３４－５０１８ 

明 石 愛 老 園   ８０名 魚住町錦が丘２－６－８ ９４６－２２５２ 

 

 

ケアハウス 

施 設 の 種 類 施 設 名 定 員 所 在 地 電 話  

ケアハウス 

（軽費老人ホーム） 

ケ ア ハ ウ ス 恵 泉   ８２名 大久保町大窪２８１８ ９３８－２２００  

第 ２ケアハウス恵 泉   １００名 大久保町大窪２８１８ ９３８－２６００ 

清華苑シルバーライフ   ３６名 大久保町大窪３１０４－１ ９３４－０６００ 
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特別養護老人ホーム 

施 設 の 種 類 施 設 名 定 員 所 在 地 電 話  

特別養護老人ホーム 

明 石 愛 老 園   ７０名 魚住町清水３２０８ ９４９－０９２０  

清 華 苑   １００名 大久保町大窪３１０４－１ ９３４－０８００ 

恵 泉   9０名 大久保町大窪３１０１－２ ９３６－８１６０ 

恵 泉 第 ２   ８５名 大久保町大窪２８１３ ９３８－６９３３ 

恵 泉 第 ３  ８０名 大久保町大窪２８２０ ９３４－９１１１ 

ウェルフェア・グランデ明石  １１０名 北王子町１３－４１ ９２９－２６３０ 

友 愛 園   ５０名 大久保町大窪２６０３－５５０ ９３４－５０２８ 

ペ ー パ ー ム ー ン   ５０名 二見町西二見１６０１－１ ９４５－０７０１ 

明 石 ラ ガ ー ル   ５０名 林崎町３丁目５４２－３７ ９２３－９２３０ 

プラ イ ム江 井 ヶ 島 ７０名 大久保町江井島１６９３－２ ９３７－１２５５ 

う お ず み 7０名 魚住町金ヶ崎１６０９－９ ９４８－３０２０ 

スプリングテラス明舞 ８０名 松が丘４丁目１－４３ ９１１－５１５１ 

松 が 丘 す み れ 園 ８０名  松が丘北町１０７４－１ ９１５－００２７ 

明 石 二 見 ラガール ９０名 二見町西二見６８５－８ ９４２－９４２０  

彩 葉 ８０名 大久保町大窪２６０３－２０５  ９３４－５０５８  

  

特別養護老人ホーム（地域密着型） 

施 設 の 種 類 施 設 名 定 員 所 在 地 電 話 

特別養護老人ホーム(地域密着型) 

特別養護老人ホーム錦が丘   ２９名 魚住町錦が丘２－６－８ ９４６－１００７ 

フィジオ大久保ケアホーム ２９名 大久保町大窪１５３３－１ ９３７－２２２６ 

パ ー ル ２９名 魚住町西岡６１６－１ ９４７－９８３１ 
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老人保健施設 

施 設 の 種 類 施 設 名 定 員 所 在 地 電 話  

老 人 保 健 施 設 

あ さ ぎ り む つ み 荘    ６０名 朝霧台１１２０－４ ９１１－０６２３  

ラ イ フ 明 海   １００名 藤江２０１ ９２５－２００５ 

恵 泉 ・ 一 般 棟   ８６名 大久保町大窪３１０１－１ ９３６－８００３ 

恵 泉 ・ 認 知 症 棟   １００名 大久保町大窪３１０１－１ ９３６－８００３ 

清華苑養力センター   １００名 大久保町大窪３１０７－５ ９３４－００７０ 

エ ス ポ ア ー ル 遙   ５０名 魚住町清水２１８３ ９４４－３３７７ 

希 望   １００名 魚住町清水２７４４－３０ ９４４－１５１１ 

 

グループホーム 

施 設 の 種 類 施 設 名 定 員 所 在 地 電 話 

グ ル ー プ ホ ー ム 

恵 泉 １８名  大久保町大窪２８１３ ９３８－６９８８ 

ラ イ フ 明 海  ９名  藤江２０５－３ ９２５－２００５ 

ブ ー フ ー ウ ー  １８名  二見町西二見１６０６ ９４５－０７０１ 

清 華 苑 １８名 大久保町江井島１６４８－５ ９３７－８４７０ 

ハ ー ト ケ ア 明 石 １２名 上ノ丸２－６－３１ ９１７－８６７８ 

ふ れ あ い 明 石 １８名 松江７５－２ ９２８－３００７ 

大 蔵 の 里 １８名 大蔵中町２１－７ ９１４－２４４４ 

カ サ ブ ラ ン カ 八 木 １８名 大久保町八木６４２－６ ９３７－１２０１ 

CHIAKI ほおずき明石西 ９名 二見町東二見５７４－８ ９４３－４３２２ 

グループホーム 千歳 大久保 ２７名 大久保町八木６５４－３ ９３５－６７８９ 

カ サ ブ ラ ン カ 魚 住 ９名 魚住町中尾２２１－１ ９４６－１８００ 

清 華 苑 ポートピア １８名 大久保町大窪５４４－１ ９３４－３８００ 

まんてん堂あかし衣川 １８名 田町２－１－１７ ９２６－０８３１ 

朝 霧 １８名 朝霧北町３７７７－８７ ９２０－９９６２ 
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グループホーム 

施 設 の 種 類 施 設 名 定 員 所 在 地 電 話 

グ ル ー プ ホ ー ム 

ブ リ ラ ン テ 明 石 １８名 北王子町１３－４１ ９２９－２６３０ 

まんてん堂あかし魚住東 １８名 魚住町錦が丘３－４－１３ ９４６－８７７１ 

まんてん堂あかし野々池 １８名 小久保１－９－７ ９２７－１８０９ 

カサブランカ江 井 島 １８名 大久保町江井島２０９－１ ９４８－５１１１ 

ハートアルファ明 石 １８名 松江９２ ９２３－５３３７ 

愛の家グループホーム 

明 石 大 久 保 町 茜 
１８名 大久保町茜３－１１－１ ９３７－１６８０ 

前田ファミリーホーム １２名 大久保町森田１３２－５ ９３６－９２３４ 

明石グループホーム ラガール １８名 林崎町３－５５３－７ ９２３－９２５０ 

グループホーム ふれあい大久保南 １８名 大久保町大久保町 905－1 ９３４－５１７７ 

グループホーム スリール明石西新町 １８名 田町２－６－２７ ９６２－６３７１ 

グ ル ー プ ホ ー ム ベ ル ガ ー デ ン １８名 魚住町住吉４－６－１４ ９６２－６５１６ 

 

小規模多機能型居宅介護 

施 設 の 種 類 施 設 名 定 員 所 在 地 電 話 

 

小規模多機能型居宅介護 

カ サ ブ ラ ン カ 魚 住 
通い １８名 

宿泊  ９名 
魚住町中尾２２１－１ ９４６－１８００ 

大 久 保 苑 
通い １８名 

宿泊  ９名 
大久保町大窪５４４－１ ９３４－６４００ 

まんてん堂あかし衣川 
通い １５名 

宿泊  ９名 
田町２－１－１６ ９２６－０８３１ 

朝 霧 
通い １５名 

宿泊  ７名 
朝霧北町３７７７－８７ ９１９－６８８８ 

まんてん堂あかし野々池 
通い １7 名 

宿泊  ９名 
小久保１－９－７ ９２７－１８０８ 

ゆ と り 庵 魚 住 
通い １８名 

宿泊  ９名 
魚住町西岡２１４２ ９４４－０７０７ 

 

明石小規模多機能ラガール 
通い １8 名 

宿泊  ９名 
林崎町３－５５３－７ ９２３－９２４０ 
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小規模多機能型居宅介護 

施 設 の 種 類 施 設 名 定 員 所 在 地 電 話 

小規模多機能型居宅介護 

カサブランカ江 井 島 
通い １８名 

宿泊  ９名 
大久保町江井島２０９－１ ９４８－５１１１ 

明石二見小規模多機能ラガール 
通い １５名 

宿泊  ９名 
二見町西二見６８５－８ ９２０－９２９２ 

パ ー ル 明 石 
通い １８名 

宿泊  ８名 
魚住町西岡８４２－４ ９４８－５９３６ 

千 歳 の 家  大 久 保 
通い １５名 

宿泊  ９名 
大久保町八木字家ノ北６５４－３ ９３５－６７８９ 

 

看護小規模多機能型居宅介護 

施 設 の 種 類 施 設 名 定 員 所 在 地 電 話 

看護小規模多機能型 

居宅介護 

か え り え 西 明 石 
通い １８名 

宿泊  ９名 
野々上２－６－１７ ０５０－１７５３－１６２２ 

ゆ と り 庵 大 久 保 
通い １８名 

宿泊  ９名 
大久保町西脇字谷田５１９ ９３６－８０８０ 

ミ ラ イ ズ 
通い １８名 

宿泊  7 名 
大久保町大窪１３７５－１ ９３６－８６６７ 

ステディホームリハ・リハ 
通い １３名 

宿泊  ７名 
大久保町茜３－１５－４ ９３７－１５３７ 

よ つ は 
通い １8 名 

宿泊  ９名 
魚住町住吉１－７－１０ ９４７－４２８０ 
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有料老人ホーム 

施 設 の 種 類 施 設 名 定 員 所 在 地 電 話 

介護付有料老人ホーム 

（特定施設入居者生活介護） 

エ ト ワ ー ル 明 石 １４９名 大久保町八木４８６ ９３４－１０１０ 

サ ン ラ イ ズ 朝 霧 ３５名 大蔵谷奥１－５ ９１１－６５８１ 

フ リ ー ジ ア ３０名 大蔵八幡町４－３５ ９１１－１１６５ 

は る か の 郷 １８名 魚住町清水２１８３ ９４２－６６６８ 

リ ア ン レ ー ヴ 明 石 6０名 二見町西二見駅前４－４０ ９３９－４８７２ 

住宅型有料老人ホーム 

藍     の     郷 １７名 野々上１－１２－２１ ９２６－０９１６ 

さ ん よ う 明 石 ３８名 太寺大野町２６９４－１ ９３９－４１２０ 

サ エ ラ 西 明 石 ※ ３２名 野々上３－１３－３ ９１５－８１１８ 

 ※は、明石市有料老人ホーム設置運営指導指針で定める「既存建築物等の活用の場合等の特例」適用施設です。 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅 

施 設 の 種 類 施 設 名 住宅戸数 所 在 地 電 話 

サービス付き 

高齢者向け住宅 

（特定施設入居者生活介護） 

ハートライフ大久保南 ２７戸 大久保町大久保町１３１５ ９３７－７０７１ 

あいらの杜  朝 霧  ５５戸 東朝霧丘３３－５ ９１５－０２７８ 

ふぁーみんの里明 石 ７２戸 二見町東二見２５１－１ ９４２－０５５５ 

プレザンメゾン明石魚住 ５５戸 魚住町西岡１３１２－１ ９４７－４６２１ 

チャーム明石大久保駅前 ８４戸 大久保町ゆりのき通１－４－１ ９３４－０８６８ 

さわやか あかしの里 ５０戸 二見町東二見１１５９－６ ３３０－５４２３ 

チャーム明石西二 見 69戸 二見町西二見駅前４丁目３８－２ ９４９－２６３０ 
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サービス付き高齢者向け住宅 

施 設 の 種 類 施 設 名 住宅戸数 所 在 地 電 話 

サービス付き 

高齢者向け住宅 

オリーブの庭 大久保 ２９戸 大久保町大窪６７２－１ ９３７－０１２２ 

二 見 の 家 ２９戸 二見町西二見駅前２－５６ ９４９－５００１ 

グランドファミリア谷八木 ５０戸 大久保町谷八木１２５０ ９３４－７０１５ 

夕 映 え の 里 ３２戸 大久保町大窪１３７９－１ ９３４－７１７１ 

やさしい手シニアリビング 

や さ し え 西 明 石 
２８戸 和坂１－１５－３８ ０５０－１７５３－４２６３ 

恵 泉 き ず な ３０戸 魚住町西岡３７０－９ ９４８－２７７８ 

清 水 の 家 ・ 仁 十 ５０戸 魚住町清水１６２８－１ ９４１－２６７０ 

お お く ぼ の 里 ３６戸 大久保町大窪１９７６－１ ９３４－３７３７ 

エ バ ー グ リ ー ン ２８戸 魚住町金ヶ崎２９８－１ ９３７－０３９１ 

藤     の     家 ４３戸 二見町西二見字中池ノ下６５３－３ ９４３－７７７３ 

リハリビング明 石 西 ３６戸 大久保町茜３－１５－４ ９３７－１５１６ 

やさしい手シニアリビング 

やさしえ明石・大久保 
３９戸 大久保町大窪６０６－１ ０５０－１７５３－４２８７ 

あ け の ３６戸 魚住町長坂寺１００３－１ ９４７－０５５０ 

シルバーハウス朝 霧 ９戸 朝霧南町４－１－５９ ９５５－７９１１ 

シルバーハウスはやしの南 １８戸 林２－７－１６ ９２７－８６６６ 

W A R A i B A 明 石 ４２戸 魚住町清水２１５１－１ ９４５－３１０１ 

パ ー ル 明 石 ３９戸 魚住町西岡８４２－４ ９４８－５９３６ 

菜     の     花 ２８戸 大久保町大窪１６１９－１ ９３９－６１１３ 
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学習・生きがい 

事 業 名    内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

あかねカレッジ 

 ６０歳以上の明石市民が入学できる学びの場です。 

 

【わたしを活かすコース】 

 企画のつくり方や仲間とつながる方法を学び、あなたの知識やスキ

ルを活かす方法を探ります。１年制。 

（２月に募集） 

【科目別コース】  

 特定のテーマを１年かけて学ぶコースで、１０学科（ボイス学科、アン

サンブル学科、花づくり学科、野菜づくり学科、あかし地域学科、あか

し自然環境学科、健康・スポーツ学科、広報・デザイン学科、サイエン

ス学科、ものづくり学科）を開講しています。（２月に募集） 

【ライトコース】 

 市内１３か所の中学校区コミュニティ・センターで通年開講。  

 年間３００以上の対象講座（健康、歴史、ものづくりなど）から好きな

ものを自由に選択して学ぶことが出来ます。年度途中からの入学も

可能なので、「学びたい」と思った時から始められます。 

６０歳以上の明石市民 

 

わたしを活かすコース：定員あり 

 

科目別コース：学科ごとの定員あり 

 

ライトコース：入学定員なし（ただし講座

ごとの定員あり） 

あかねカレッジ 

コーディネートセンター 

TEL(918)5415 

 

 

兵庫県いなみ野学園 

 高齢者が生涯学習を通して教養を高め、仲間づくりの輪を広げ、地

域社会に貢献できるよう、総合的・体系的な学習機会を提供します。 

大 学 講 座（４年制：園芸学科、健康づくり学科、文化学科、      

陶芸学科） 

大学院講座（２年制：地域づくり研究科） 

大 学：兵庫県内在住の概ね５６歳以

上の方 

大学院：特に学習及び地域活動に意欲

のある方 

兵庫県いなみ野学園 

TEL 

079(424)3342 

ボランティア養成講座 

 障がいのある方や高齢の方等の支援、余暇活動の支援など様々な

分野のボランティア養成講座を開催しています。（詳細は明石市社会

福祉協議会ホームページをご覧ください。） 

ボランティアに関心のある方 
 社会福祉協議会 

TEL(924)9105 

シルバー人材センター 
 高齢者の就業機会の提供と生きがいづくりを目的として、登録会員

に適した臨時的かつ短期的または軽易な業務の仕事を提供します。 
６０歳以上の方 

シルバー人材センター 

TEL(922)5000 
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明石市立ふれあいの里 

施 設 名 所 在 地 電 話  施 設 名 所 在 地 電 話 

中 崎 中崎１丁目２－２２ ９１３－６２００  魚 住 魚住町西岡３６７－４ ９４７－１２０２ 

大 久 保 大久保町大窪３４２３ ９３６－５０４８  二 見 二見町西二見６０５－１ ９４３－４００１ 
 

  開館時間 ９：００～１７：００ 

  休 館 日 第４日曜日、年末年始 
 
 

自 主 事 業 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

健康体操・健康相談 
 高齢者の健康の増進、介護予防のための体操や、健康・栄養に関

する相談等を実施します。 

子どもから高齢者までご利用いただけ

ます。 

事業によっては年齢制限がありますの

で、施設にご確認ください。 

ふれあいの里 

趣味講座の開催 
 ヨガ・太極拳等趣味講座を開催しています。 

 開催内容については「広報あかし」等でお知らせします。 

レクリエーション  囲碁・将棋等の娯楽設備や図書コーナーを設置しています。 

貸室 
 ボランティア活動、研修、講演会、諸会合等のための場の提供をし

ています。 

 

 

医療・検診 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

後期高齢者医療制度 

又は国民健康保険による

給付 

 医療機関の窓口で後期高齢者医療又は国民健康保険の「マイナ保

険証」、「被保険者証」、「資格確認書」のいずれかを提示した場合の

一部負担金の割合 

・後期高齢者医療制度 総医療費の１割・２割・３割のいずれか 

・国民健康保険      総医療費の２割または３割 

 ※同じ月内の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場

合、超えた額が高額療養費として支給されます。 

・入院時の食事療養費 １食 510円 

 ※住民税非課税世帯等に対する減額制度があります。 

後期高齢者医療制度加入者 

・７５歳以上 

・６５歳～７４歳で一定以上の障害があ

る方 

長寿医療課 

＜後期高齢者保険係＞ 

TEL(918)5165 

国民健康保険高齢受給者証対象者 

・７０歳～７４歳の国民健康保険加入者 

国民健康保険課 

TEL(918)5021 
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医療・検診 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

高齢重度障害者医療費の

助成 

 後期高齢者医療制度に加入している重度の障害のある方

が、病気やケガで医療機関にかかった場合、自己負担額の一

部を市が助成する制度です。 

後期高齢者医療制度加入者で身体障害者手

帳１～３級、療育手帳Ａ・Ｂ１又は精神障害者

保健福祉手帳１・２級を所持する方（所得制限

あり） 
長寿医療課 

＜高齢者医療係＞ 

TEL(918)5026 
高齢期移行者医療費の 

助成 

 医療保険を使って医療機関にかかった場合、自己負担額が

医療費の２割になるよう市が助成する制度です。 

 また１か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、

申請により超えた分を高額療養費として支給します。 

６５歳～６９歳の市民税非課税世帯で、本人の

前年の公的年金収入と他の所得の合計が基

準額以下の方（年齢・所得等によっては要介

護２以上が必要） 

肝炎精密検査費の助成 
 肝炎ウイルス陽性の方の初回精密検査費・定期検査費用の

自己負担分の一部を助成する制度です。 

①初回精密または定期検査として兵庫県が

認める検査を受けられた方 

②健康保険に加入している方でＢ型・Ｃ型肝

炎ウイルス陽性と判定されており、各要件

を満たす方 

③市が実施するフォローアップに同意する方 

あかし保健所 

＜保健予防課＞ 

TEL(918)5668 

肝炎治療費の助成 

 インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナ

ログ製剤治療を受けている方に対し、自己負担分の一部を公

費で負担します。 

健康保険に加入している方で、医師によりＢ

型・Ｃ型ウイルス性肝炎と診断され、認定基準

を満たす方 

肝がん・重度肝硬変 

医療費の助成 

 Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の方の

医療費用の自己負担分の一部を助成する制度です。 

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスを原因とする肝がん又

は重度肝硬変の治療を受ける方のうち、健康

保険に加入し、認定基準を満たす方 

高齢者インフルエンザ 

予防接種（定期接種）  市指定医療機関において定期接種を受ける場合に接種費用

の一部を助成します。 

※実施期間は原則、毎年１０月～翌年１月です。 

・６５歳以上の方 

・６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓若しくは

呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能に障害を有するものとして

厚生労働省令で定める方 

高齢者新型コロナ 

ワクチン接種（定期接種） 

高齢者肺炎球菌予防接種 

（定期接種） 

 市指定医療機関において定期接種を受ける場合に接種費用

の一部を助成します。 

 ※生涯に１回のみ対象となります。 

 これまで肺炎球菌予防接種を受けたことが

なく下記に該当する方 

・65歳の方（市から案内を送付します） 

・６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓、若しくは呼

吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免

疫の機能に障害を有するものとして厚生労働

省令で定める方（事前申請要） 
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医療・検診 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

高齢者肺炎球菌ワクチン

再接種費用助成 

 定期接種は生涯１回ですが、基礎疾患等で肺炎による重症

化のリスクが高い方を対象に再接種に要する費用の一部を助

成します。 

６５歳以上で①②いずれも該当する方 

①前回の接種から５年以上経過している方 

②疾病等により医師が肺炎球菌ワクチンの再

接種を必要認めた方 

あかし保健所 

＜保健予防課＞ 

TEL(918)5668 

 

高齢者帯状疱疹予防接種 

（定期接種） 

市指定医療機関において定期接種を受ける場合に接種費

用の一部を助成します。 

※自己負担額や接種回数は使用するワクチンにより異なりま

す。 

・年度末年齢 65・70・75・80・85・90・95・

100 歳及び 100歳以上の方 

（市から 5 月末～6 月初め頃に案内を送付す

る予定です） 

・６０歳以上６５歳未満でヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能に障害を有し、日常生活がほと

んど不可能な程度(身体障害者手帳 1 級相当)

の方（事前申請要） 

がん検診 

健康の保持を目的として大腸・肺・胃・乳・子宮のがん検診

を実施します。 

※胃の検診は、採血による検査（胃がんリスク検診）で、受

診者の負担の少ない検診を実施しています。 

実施年度末４０歳以上の市民（乳がん検診は

2 年度に 1 回、４０歳以上の女性のみ、子宮

がん検診は 2 年度に 1 回、２０歳以上の女性

のみ） 

※胃がんリスク検診は 5 年度に 1 回（過去に

要精密検査となった人を除く） 

後期高齢者健康診査 
生活習慣病の早期発見、フレイル予防のための健康診査を

実施します。 
後期高齢者医療制度加入の明石市民 

後期高齢者歯科健康診査 
口腔機能の低下や肺炎等の予防のための歯科健診と歯科

保健相談、噛むことや飲み込み機能のチェックを実施します。 
後期高齢者医療制度加入の明石市民 

特定健康診査 
生活習慣病予防のため、メタボリックシンドロームに着目し

た健康診査を実施します。 

実施年度末４０歳以上の国民健康保険加入

者 

特定医療費（指定難病）の

公費負担 

 国・県が指定した難病の治療を受けている方に対し、医療費

の一部を公費で負担します。 

指定難病を患っており重症度が一定程度以

上の方 

あかし保健所 

<健康推進課> 

TEL(918)5657 

難病に関する療養相談 

 難病で療養されている方やその家族に対して、療養生活・医

療等について保健師等が電話相談、所内相談、訪問指導等を

行います。 

難病で療養中の患者及び家族の方 

あかし保健所 

<相談支援課> 

TEL(918)5669 
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健康・各種相談 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

介護予防出前講座 

（明日も元気！ 

シニアライフ応援講座） 

 地域の団体やグループからの要請内容に応じて、介護予防講座を

実施します。 

 講座内容：フレイル予防や介護予防について、認知症の話、肩こり、

腰痛、膝痛予防の体操（骨コツ筋トレ体操）の実技、お口の話、食生

活の話、生活行為の工夫などから選べます。 

概ね６５歳以上の方  

高齢者総合支援室 

＜高年福祉担当＞ 

高年福祉係

TEL(918)528８ 

オンライン版 

元気アップ体操教室 

 ご自宅にいながらパソコン・タブレット・スマートフォン等（インターネ

ットにつながっているもの）を利用して参加できる介護予防講座を実

施します。 開催日時については、広報等でお知らせします。 

自主グループ活動支援 

(住民運営の体操を中心

とした活動の応援) 

 定期的な体操の実施を目指すグループに、リハビリテーション専門

職等を派遣し、そのグループにあった運動の指導と、グループで活動

を継続していくことのお手伝いをします。 

介護予防体操の紹介 

（動画教材のダビング 

 サービス） 

 運動の経験や目的に応じた色々な体操（骨コツ筋トレ体操）の動画

教材をお手持ちのＤＶＤ-Ｒにダビングすることができます。 
市民 
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健康・各種相談 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

総合福祉センター 

温水プール 

 市内在住の高齢者が、健康維持及び増進のために無料でプールを

利用できます。また、水中で効果的に運動ができるように、水中ウォ

ーキング教室を月１回（原則第２木曜日）、水中リズム運動を年６回（５

月、７月、９月、１１月、１月、３月の第１木曜日）、スイミング教室を月２

回（原則第３、４木曜日）実施しています。（事前に登録と予約が必要

です。） 

６０歳以上の方 
市立総合福祉センター 

TEL(918)5660 

健康相談 

 保健師が血圧測定や健康に関する相談を行います。 

 あかし保健所３階 毎週月曜日～金曜日(祝日除く) 

 ９：３０～１６：００  １人３０分程度 

市民 

※１週間前までに要予約 
あかし保健所 

<健康推進課> 

TEL(918)5657 

禁煙相談 

 保健師がタバコや禁煙に関する相談を行います。 

 あかし保健所３階 毎週月曜日～金曜日(祝日除く) 

 ９：３０～１６：００  １人３０分程度 

栄養相談 

 栄養士が食生活や栄養に関する相談を行います。 

 あかし保健所３階 毎週月曜日～金曜日(祝日除く) 

 ９：３０～１６：００  １人３０分程度 

歯科保健相談 

 歯科衛生士が歯やお口の健康に関する相談を行います。 

 あかし保健所３階 毎週月曜日～金曜日(祝日除く) 

 ９：３０～１６：００  １人３０分程度 

フレイル相談 

フレイル予防（運動・お口・栄養）に関する相談を行います。 

あかし保健所３階 毎週月曜日～金曜日(祝日除く) 

 ９：３０～１６：００  １人４０分程度 

地域での健康教室 
 地域の団体やグループからの希望内容に応じ、健康づくりに関する

出前講座を実施します。 

市民（１０名以上の団体・グループ） 

※希望日の１か月前までに（調理実習

の場合は 2 か月前）申し込みが必要  
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健康・各種相談 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

こころのケア相談 

 精神科医・臨床心理士による面接相談を実施しています。 

 まずは保健師・精神保健福祉士等による個別相談を行います。 

 面接は予約制のため、ＴＥＬにてお問い合わせください。 

こころの病や悩みでお困りの市民や 

家族 

(関係者の相談も可) 

あかし保健所 

<相談支援課> 

TEL(918)5669 

アルコールに関する相談 

 保健師・精神保健福祉士等による個別相談を行います。 

 必要に応じ、当事者団体(断酒会)による個別相談を行います。 

 面接は予約制のため、ＴＥＬにてお問い合わせください。 

アルコール問題でお困りの市民や 

家族 

(関係者の相談も可) 

依存症相談 

 保健師・精神保健福祉士等による個別相談を行います。 

 必要に応じ、依存症支援団体による個別相談を行います。 

 面接は予約制のため、ＴＥＬにてお問い合わせください。 

薬物やギャンブルなど依存症でお困り

の市民や家族 

(関係者の相談も可) 

法律専門相談 

弁護士、司法書士の法律職が面談で成年後見、相続遺言、終活・

死後事務などの権利擁護に関する来所相談に応じます。（要予約、１

人１回まで、相談時間は４５分程度） 

①成年後見、財産管理、遺言などの権利擁護に関する相談 

 毎週木曜日（第５週は除く）１３：３０～１５：３０ 

 司法書士相談 第１・３木曜日 

 弁護士相談  第２・４木曜日 

②終活に関する相談  

第１・２・３火曜日 １３：３０～１５：３０ 

 司法書士相談 第 1・３火曜日 

 弁護士相談   第２火曜日 

市内在住の高齢者等またはその家族 

及び関係者 

明石市 

後見支援センター 

TEL(924)9151 

精神保健相談 
 専門医師と保健師、ケースワーカー等が訪問し、相談や保健福祉サ

ービスの紹介を行います。 
認知症又は認知症の疑いのある方 

高齢者総合支援室 

＜高年福祉担当＞ 

高年福祉係 
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ボランティアによる活動 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

ボランティアの相談調整 
 ボランティアを必要とする人から依頼内容を確認して調整を行いま

す。  
市民 

社会福祉協議会 

TEL(924)9105 

サロン 

 参加者同士の交流、閉じこもり防止や生きがいづくりを目的とし

て、集会所等身近な所で開設しているサロンで、ボランティアと楽し

い時間を過ごします。 

（サロンのある地域の）高齢者 

シニア活動応援事業 

 元気な高齢者などの地域住民が自主的に運営し、高齢者等の居場

所や地域貢献等を行う場（ふれあいの居場所）を提供する取組に対

し、その経費の一部を補助します。 

ふれあいの居場所を新たに運営する

又は既に運営している地域の住民又

は団体 

共生社会推進課 

TEL(918)52８9 

 

 

高齢者介護職就労支援 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口 

高齢者の介護職就職奨

励給付金の交付 

 市内在住の介護職資格を持つ６５歳以上の方が市内の福祉サービ

ス事業所（介護・障害）に就職した時（訪問サービス事業所の場合は

６０歳以上）、または市内の福祉サービス事業所に勤務している６５歳

以上の方が初めて介護職資格を取得した時に奨励金を交付します。

（２万円） 

市内の福祉サービス事業所（介護・障

害）で勤務しており、かつ、勤務開始日

から起算して３月以上経過しているこ

と、など。 

福祉施設支援課 

TEL(918)5262 
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年金・税 

事 業 名 内 容 対 象 者 及 び 要 件 窓 口  

退職共済年金  老齢基礎年金の受給資格を満たしている方に、掛け金に応じた額

が支給されます。 

６５歳以上の方 

（６０歳より特別支給あり） 

各共済組合 

 

老齢厚生年金 年金事務所 

老齢基礎年金 
 保険料を納めた期間と免除された期間及び合算対象期間を合わせ

て１０年以上ある方に支給されます。 

６５歳以上の方 

（６０歳より繰り上げ請求可） 
国民健康保険課 

＜国民年金係＞ 

TEL(918)5070 
老齢福祉年金 

 国民年金が発足した当時すでに高齢に達していたため、拠出制年

金に加入できなかった方、または加入を要しなかった方に支給されま

す。 

明治４４年（1911年）４月１日以前に生ま

れた方、又は大正５年（1916 年）４月１

日までに生まれた方で一定の要件を満

たしている方 

高齢者特別給付金 

 国民年金が発足した当時すでに高齢に達していたため、老齢基礎

年金等に加入できなかった方、または加入を要しなかった方に支給さ

れます。 

大正１５年（1926 年）４月１日以前に生

まれた外国人高齢者等で一定の要件

を満たしている方 

高齢者総合支援室 

＜高年福祉担当＞ 

いきいき係 

 

障害者控除認定 
 身体障害者等に準ずる者として市長が認めた高齢者又はその扶養

者に障害者控除対象者認定書が交付されます。 

精神又は身体に障害のある６５歳以上

の方で要介護認定を受けており市長

が認める方 

高齢者総合支援室 

＜高年福祉担当＞ 

高年福祉係 

 

寝たきり要介護者の 

おむつ代の医療費控除 

 ６か月以上ねたきりで医師におむつの必要性を認められた人のお

むつ代は確定申告の際、医療費控除の対象となります。申告には医

師の「おむつ使用証明書」が必要ですが、それに代わる書類を市が発

行できる場合があります。 

要介護認定を受けており、医師の同意

があるなど、一定の要件を満たしてい

る方 

高齢者総合支援室 

＜介護認定担当＞ 
 

 

 


